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春の火災予防運動について

■問い合わせ先
　上ノ国消防署
　☎0139-55-2071

　春は雪が解けて冬の枯草が多く残る山肌が現れ、木々の乾燥も進むことから、山火事が発生する
と燃え広がりやすい条件が整います。さらに、山に限らず、市街地でも火事の発生とともに強い風
が吹くと火が燃え広がり、大きな被害につながることがあります。

　気象台では、乾燥注意報や強風注意報を発表し、火の取り扱いに注意するよう呼び掛けていま
す。下の二次元コードから防災気象情報を確認できますので、ご活用ください。

　また、日頃から外出時における火の元の確認やストーブ周辺に
燃えやすいものを置かないなど、自分や家族の命、大切な
財産を守るためにも火災予防に努めましょう。

問い合わせ先　函館地方気象台　☎０１３８－４６－２２１４

春は乾燥・強風時の火事に注意

　 気象庁ホームページ
← 渡島・檜山地方の
　 防災情報

〜南部桧山衛生処理組合からお知らせ〜〜南部桧山衛生処理組合からお知らせ〜
毎月第２・第４土曜日は施設休業日のため、施設へのごみの搬入はできません。

問い合わせ先：南部桧山清掃センター
☎０１３９−５３−６３０１

　４月20日㈰から30日㈬までの11日間にわたり、春の火災予防運動を実施します。火災が発生しやすい時季
を迎えることから、町民の防火意識を一層高め、火災の発生を防止するとともに、地域が一体となった組織的
な取り組みにより、火災による死者の発生を防止することを目的としています。これからの季節は空気が乾燥
しますので、火の取り扱いには十分注意してください。

住宅用火災警報器は
　　設置しましたか？

正常に作動しますか？
　住宅用火災警報器は火災の発生を
いち早く知らせてくれる機器です。
　「いざ」というときにしっかり作
動するように、日頃から点検とお手
入れをしましょう。
　また、住宅用火災警報器は電池が
切れると作動しなくなります。
最大10年
を目安に
交換をお
すすめし
ます。

携帯119番発信者位置情報システムを導入！
　檜山広域行政組合では、令和７年４月１日㈫より携帯電話からの
119番緊急通報の対応を迅速にするため、発信者位置情報通知シス
テムを江差消防署に導入し、運用を開始します。
　このシステムは、携帯電話の119番通報において、音声通話と併
せて通報者の発信位置に関する地図情報を取得するもので、発信位
置の特定を補助することが期待できます。
これにより、各町の管轄消防署への転送、
災害地点などの早期特定・覚知から出動ま
での時間短縮が可能となります。
　詳細は、檜山広域行政組合ホームページ
をご覧ください。
問い合わせ先
　檜山広域行政組合消防本部
　☎0139-52-3026


